
◎転勤等で徴収する事業所を変更し、特別徴収を継続する場合は、下記のとおり記入してください。次ページの注意事項を必ずご確認ください。

←

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

フリガナ

氏      名

生 年 月 日

個 人 番 号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

受給者番号

異動後の
住    所

フリガナ

氏名又は名称

２．一括徴収の場合　（記載不要）

３．普通徴収の場合　（記載不要）

マルマルコウギョウ

〇〇工業　株式会社
内線（　　　　）

納入書の要否
(新規の場合のみ記載)

　　　　　　　１．必要　　２．不要

所　在　地

〒〇〇〇－〇〇〇〇
　

　　　　　　長泉町上土狩〇〇番地
人事課 　徴収し、納入するよう連絡済みです。

長泉　太郎 受給者番号 ※受給者番号の希望がある場合に記入

9 8 7 　新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　　円を

        月分（翌月10日納入期限分）から

5 4 3 2 01

円

１．特別徴収継続の場合

特別徴収義務者
指　定　番　号

7654321 法人番号 9 8 7

１月１日
現在の住所

長泉町下土狩〇〇番地

円

6

異 動 の 事 由
異動後の未徴収
税額の徴収方法静岡　一郎

 昭和・平成　　１　年　11　月　11　日

円

 
　　　   月から

　　     月まで

 
　　　   月から

　　     月まで

        年

　　　  月

　　　  日

　
　　　　 １．退　　　職
　　　　 ２．転　　　勤
　　　　 ３．休職・長欠
　　　　 ４．死　　　亡
 　　　　５．支払少額・不定期
　　　　 ６．合併・解散
　　　　 ７．そ  の  他

　　　　 １．特別徴収継続

　　　　 ２．一 括 徴 収

　　　　 ３．普 通 徴 収
　　　　  ( 本 人 納 付 )

シズオカ　イチロウ (ア)
特別徴収税額
(年 税 額)

(イ)
徴収済額

(ウ)
未徴収税額
(ア) － (イ)

異　動
年月日

※受給者番号がある場合に記入

←
指  定  番  号

宛 名 番 号 9876543

フリガナ マルマルショウジ 所　属 給与係

氏名又は名称 〇〇商事　株式会社 氏　名 長泉　花子

電　話
内線（　　　　　　）

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 年　度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度
◎異動があった場合は、すみやかに提出してください。

（あて先）

　長泉町長あて

 　　 令和〇年〇月〇日提出

所 在 地

〒〇〇〇－〇〇〇〇

　　　　　　　　長泉町中土狩〇〇番地
特別徴収義務者

1234567

個 人 番 号
又は法人番号

←個人番号の記載に当たっては、
　左端を空欄として右詰めで記載

(
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務
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連
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先
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者

給

与
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(

特
別
徴
収
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務
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新
し
い
勤
務
先

右から

番号を

右から

番号を

新規

担
当
者
連
絡
先

所
属

氏
名

右から

番号を

記入

「
指
定
番
号
」
「
宛
名
番
号
」
の
欄
に
は
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
番
号
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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〇〇〇
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給与所得者異動届出書の記載例 特別徴収継続（転勤）
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話

右から

番号を

記入
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＜異動届記載にあたっての注意事項＞

　〇注１　(ア)年税額、(イ)徴収済額、(ウ)未徴収税額の記載方法

　例）10月31日に転勤となり、10月分までを転勤前の事業所、11月分以降を転勤後の事業所で特別徴収を行う場合

年税額 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分

60,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

↓

(ア)

※年税額及び月割額については、特別徴収税額通知に記載されています。

　〇注２　転勤後の徴収開始月について

　長泉町では、毎月１回、届いた異動届をもとに変更の通知を発送します。

　毎月20日頃に通知の作成を行うため、通知作成後～月末の届出は翌々月、月初～通知作成までの届出は翌月の通知発送となります。

　徴収開始月は何月を指定していただいても問題はありませんが、月割額の通知発送は上記のとおりとなりますので、ご注意ください。

　（※事務処理上、早めに新規の指定番号・月割額を確認したい場合は、電話での連絡が可能です。欄外や送付文等にその旨ご記載ください。）

　〇注３　納入書の要否について

　納入書の送付が必要な場合は「１」を不要な場合は「２」を記載してください。

　既に特別徴収を行っている場合で、金額が変更になる場合は「１」を選択いただいても納入書の発送は行いません。

　お手元の納入書の金額を修正してご使用ください。

　〇注４　年度について

　１月～５月に提出された異動届については、「両年度」に〇がされている場合、新年度（６月～）も異動処理を行います。

　「現年度」に〇がついている場合は、新年度（６月分～）は給与支払報告書のとおりに処理を行います。（別途新年度用の異動届の提出があった場合は除く）

　「新年度」に〇がついている場合は、現年度（～５月分）の異動処理は行いません。

　６月～１２月に届出があったものは原則現年度のもののみ異動処理を行います。遡及して異動処理をご希望する場合等は詳細を欄外等にご記入ください。

　※両年度にかかる異動で、両年度で課税自治体が異なる場合、お手数ですが届出を両方の自治体にご提出ください。

(イ)徴収済額 25,000円 (転勤前の事業所で徴収する額) (ウ)未徴収税額 35,000円 (転勤後の事業所で徴収する額)


